
 

平成３０年２月２０日 

 

 

大口町議会 

議長  宮 田 和 美 様 

 

大口町議会 議会運営委員会 

委員長  丹 羽   孝 

 

 

大口町議会の休日、夜間開催に関する検討結果について（答申） 

 

平成２９年９月１３日付けで議長から諮問のありましたこのことについて、下記の

とおり答申します。 

記 

１ 答申 

夜間議会及び休日議会は、時期尚早のため開催しない。 

夜間又は休日の議会開催は、議会に対する住民の関心の高まりに寄与するもので

なければならない。昨年７月に実施した「大口町議会に関するアンケート調査」の

結果から、現時点では、本町議会が夜間議会や休日議会を開催した場合の有効性に

疑問が残る。そのため、まずは、議会だよりやホームページによる情報発信、各行

政区で実施する議会報告会等、現在の取組を着実に進め、住民の議会への関心を段

階的に高める方策を優先すべきと考える。 

また、議会を夜間又は休日に開催した場合の、町執行部の関係職員の時間外勤務

手当等、各諸経費の財源は税金で賄われるものであり、会議を開催する以上、本町

議会として、傍聴者数の多寡のみにこだわるのではなく、費用対効果を意識する必

要がある。 

以上の観点から、夜間議会及び休日議会は、時期尚早のため開催しないこととす

る。 

 

２ 検討結果 

「大口町議会の休日、夜間開催に関する検討結果」のとおり。 

 



 

  



 

大口町議会の休日、夜間開催に関する検討結果 

 

１ 諮問内容 

平成２９年９月１３日 

大口町議会 議会運営委員会 

 委員長 丹羽  孝 様 

大口町議会 

議長 宮田 和美 

諮問書 

 下記事項について、諮問いたします。 

記 

１ 諮問事項 

大口町議会の休日、夜間開催について 

２ 答申時期 

  答申は、各議員の意見を十分考慮していただき、平成３０年度内に試行で

きるようご配慮いただきたい。 

３ 検討の手順 

 (1) 議員間の議論、検討 

 (2) 地域住民、町内の各種団体からの意見聴取 

４ 検討の留意点 

 (1) 町民が参加しやすいか 

 (2) 議会アンケートでの意見が反映できているか 

 (3) 議会の前向きな姿勢が示されているか 

 (4) 執行部との調整はできているか 

 (5) 会場は適正か 

 (6) 職員が参加できるか 

 

２ 基本事項 

大口町議会会議規則（抄） 

昭和６２年３月１８日 

議会規則第１号 

（会議時間） 

第８条 会議時間は、午前９時３０分から午後５時までとする。 

２ 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
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ただし、出席議員３人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に

諮って決める。 

３ 会議の開始は、号鈴で報ずる。 

（休会） 

第９条 大口町の休日は、休会とする。 

２ 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることがで

きる。 

３ 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことが

できる。 

４ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１１４条

（議員の請求による開議）第１項の規定による請求があった場合のほか、議

会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならな

い。 

 

３ 検討結果 

夜間議会及び休日議会は、開催しない。 

 

【理由】 

「夜間議会」とは、平日の昼間は仕事等で傍聴できない住民が多いことから、

夜間に議会を開催するもので、「休日議会」とは、夜間議会と同様の理由で休日

（例えば土曜日又は日曜日）に議会を開催するもので、いずれも、傍聴者が増え

ることを期待して実施するものである。 

大口町議会では、大口町議会会議規則により、会議時間は午前９時３０分から

午後５時まで、また、町の休日は休会と規定しているが、いずれも議長が必要と

認めるときは変更することができる等の例外規定がある。 

議会運営委員会において検討した結果、夜間議会及び休日議会のあり方に関し、

次の二点に集約した。 

第一に、議会に対する住民の関心の高まりに寄与すること。 

昨年７月に実施した「大口町議会に関するアンケート調査」の結果では、「議

会に関心がない」と回答した住民の割合が高く、また、「夜間や休日に議会を開

催してほしい」といった自由意見の記述もなかった。そのため、現時点では、本

町議会が夜間議会や休日議会を開催した場合の有効性に疑問が残る。まずは、議

会だよりやホームページによる情報発信、各行政区で実施する議会報告会等、現

在の取組を着実に進めることで議会に関心を持ってもらえるよう、住民の議会へ

の関心を段階的に高める方策を優先すべきであると考える。 
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第二に、費用対効果を意識すること。 

議会を夜間又は休日に開催する場合、町執行部の関係職員の会議への出席や待

機に伴う時間外勤務手当の他、光熱費等の諸経費がかかることになる。それらの

財源は、言うまでもなく税金で賄われるものであるため、会議を開催する以上、

本町議会として、傍聴者数の多寡のみにこだわるのではなく、その費用対効果を

意識する必要がある。 

以上の観点から、議会運営委員会は、夜間議会及び休日議会の開催は、時期尚

早と判断した。 

 

４ 検討の経過及び内容 

平成２９年 ９月１９日 議会運営委員会 

【諮問について】 

 ・議長からの諮問を受け、議会の休日、夜間開催の方向性について検討し、他の自

治体議会での実施事例を調査することとした。 

【意見】 

 ・議会がやると言えば、当然、執行部も出席しなければならず、予算的な問題もあ

る。「大口町議会に関するアンケート調査」の結果では、「議会に関心がない」と

いう声が多く、果たして有効かどうか疑問に思う。自由意見にもないようである。 

 ・平日、働いている人が議会を傍聴しやすいように行うもので、一般質問が多いよ

うだが、１日のみ開催するとしてもコストはかかる。 

 ・一時期、試行したものの、現在は実施していない他の自治体議会の事例もある。 

 ・夜間・休日議会の実施の有無について、他の自治体議会の現状を調べたらどうか。 

 

平成２９年 ９月２７日 議会運営委員会 

【諮問について】 

 ・「第６２回町村議会実態調査結果の概要」（平成２９年２月 全国町村議会議長会）

により、他の自治体議会の事例を確認した。 

・委員会としての、本諮問に対する答申の方向性を確認した。 

【確認事項】 

 ・開催の実態としては、全国的にもあまり多くはなく、愛知県内での事例はない。 

 ・岐阜県の神戸町と八百津町に実績があるが、神戸町は休日議会を４年程開催した

が、効果がないと判断し、本年度からやめたとのこと。八百津町はたまたま休日

に議会を開催せざるを得ない事件があったとのこと。 

 ・「大口町議会に関するアンケート調査」の自由意見を再確認したが、夜間・休日議

会の開催を望む声はなかった。 
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【意見】 

 ・開催するとしても、やはり職員の休日出勤等、経費がかかることになる。費用対

効果がないようならやめたほうがよいのではないか。 

 ・費用対効果がないから、やっているところも少ない。 

 ・議会を本当に見たいのなら、今はインターネットでも見られる。予算の面でも、

議会にとってマイナスになるようなことをやる必要はないのではないか。 

 ・防災行政無線では、議会日程の情報は提供しているが、法により時間が決められ

ている。 

 ・夜間議会や休日議会を何のためにやるのかというと、「本会議を傍聴したい」とい

う声に応えたいということ。 

 ・例えば、一般質問の通告の中身をホームページで知らせて、住民としては傍聴し

たいが平日だから傍聴できない、何とか土曜日や休日、夜間に議会をやってほし

いという話になり、その時に初めて対応していくようなことではないか。 

 ・まずは、議会に関心を持って、「傍聴したい」という気持ちを熟成させていくよう

なことを情報発信していくほうがよいのではないか。 

 

平成３０年 ２月 ６日 議会運営委員会 

【答申の方向性について】 

・昨年９月に検討した経過を踏まえ、答申の方向性について検討した。 

・夜間・休日議会に関し、全議員からの意見や考え方を聴取した上で、答申の方向

性を検討することとした。 

【意見】 

 ・長野県喬木村では、夜間・休日議会を開催している。議会運営委員会の検討のみ

でなく、実際に開催している議会を視察してみてはどうか。 

 ・夜間・休日議会を１回開催したのみの議会ではなく、長く続けている議会を視察

したらどうか。 

 ・大口町議会として夜間・休日議会を開催する方向性があれば視察も考えられるが、

効果があるかどうかが問題である。議会アンケートで「議会に関心がない」とい

う住民の声が多い中であっても、一度やってみようということならよいが。 

 ・議会報告会の参加者数をみても、夜間・休日議会の効果を疑問に思う。まずは、

議会報告会に力を入れたらどうか。 

 ・夜間・休日議会を開催するか否かは別に、視察や検討をしてはどうか。 

 ・何のためにやるのか、傍聴者を増やすためか。目的をはっきりさせるべきではな

いか。 

 ・定数及び報酬と同様に、全議員の意見を聞いてはどうか。 
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平成３０年 ２月１４日 議会運営委員会 

【答申の方向性について】 

・全議員から、夜間・休日議会に対する意見や考え方を聴取した結果を踏まえ、議

会運営委員会としては、夜間・休日議会の開催は時期尚早とすることで答申の方

向性を決定した。 

【答申案について】 

・答申案を決定した。また、答申の最終的な取りまとめは、委員長及び副委員長に

一任することとした。 

・平成３０年２月２０日開催の全員協議会の議題とすることとした。 

 

５ 資料 

  ・第６２回町村議会実態調査結果の概要 

（平成２９年２月 全国町村議会議長会） 

  ・平成２８年度 市議会の活動に関する実態調査結果 

（平成２８年１０月 全国市議会議長会） 

  ・夜間・休日議会に対する各議員の考え 

（平成３０年２月１４日現在） 
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【
夜
間
・
休
日
議
会
に
対
す
る
各
議
員
の
考
え
】

平
成
3
0
年
2
月
1
4
日
現
在

夜
間

・
休

日
議

会
考

え
方

調
査

研
究

を
行

っ
て

か
ら

答
申

を
出

し
た

方
が

よ
い

。

国
に

お
い

て
も

、
地

方
議

会
の

あ
り

方
に

つ
い

て
、

来
月

に
も

案
が

発
表

さ
れ

よ
う

と
し

て
い

ま
す

。
議

員
の

「
な
り
手
不
足
」
が
特
に
町
村
議
会
で
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
の

方
で

検
討

さ
れ

て
い

る
内

容
の

中
で

取
り

上
げ

ら
れ

て
い
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の

は
、

長
野

県
喬

木
村

な
ど

で
し

た
。

喬
木

村
で
は
、
会
社
勤
め
で
も
議
会
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
、
勤
め
先
に
協
力
を
求
め
る
こ

と
、

夜
間

や
休

日
の

活
用

で
議

会
活

動
が

行
え

る
よ

う
に

す
る

こ
と

な
ど

、
単

に
夜

間
議

会
、

休
日

議
会

を
行

っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
な
り
手
不
足
」
へ
の
対
応
も
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

他
に

も
、

先
進

の
事

例
が

あ
る

と
思

い
ま

す
。

大
口

町
で

は
、

前
回

の
選

挙
で

、
誰

が
落

選
す

る
か

、
関

係
者

な
ら

「
分

か
る

」
結

果
で

し
た

。
無

投
票

と
い

う
事
態
も
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
前
回
の
よ
う
な
盛
り
上
が
ら
な
い
選

挙
が

続
く

よ
う

な
ら

、
「

な
り

手
不

足
」

へ
の

対
応

を
し

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

調
査

研
究

を
よ

く
行

っ
て

、
結

論
を

出
す

こ
と

を
望

み
ま

す
。

議
会
改

革
を

進
め

る
中

、
他

に
取
り
組

む
べ

き
事

項
・

検
討

す
べ
き
事

項
が

多
々

あ
る

。

夜
間

・
休

日
に

議
会

を
開

催
す

る
目

的
・

意
義

に
関

し
て

は
、

残
念

な
が

ら
自

身
の

中
で

の
「

な
ぜ

」
が

解
消

さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
議
会
改
革
を
進
め
る
中
に
あ
っ
て
は
、
他
に
取
り
組
む
べ
き
事

項
・

検
討

す
べ

き
事

項
が

多
々

あ
る

と
思

い
ま

す
。

事
由

：
夜

間
・

休
日

に
議

会
を

開
催

す
る

狙
い

は
何

か
？

こ
れ

を
ハ

ッ
キ

リ
さ

せ
な

い
と

前
に

は
進

め
な

い
と

思
い
ま
す
。

1
 
単

に
傍

聴
者

増
を

期
待

す
る

も
の

か
？

・
現

在
の

平
日

昼
間

の
開

催
を

夜
間

に
す

る
と

な
る

と
、

例
え

ば
、

夕
方

５
時

か
ら

会
議

を
始

め
て

朝
方

の
２

時
３
時
ま
で
や
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
？

・
現

在
の

１
日

で
終

わ
る

平
日

の
会

議
を

２
日

・
３

日
に

分
け

て
、

例
え

ば
夕

方
７

時
か

ら
会

議
を

始
め

て
１

０
時
ま
で
と
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
？

・
現

在
の

平
日

昼
間

の
会

議
を

休
日

の
み

で
行

う
と

す
る

と
、

会
期

は
１

か
月

を
オ

ー
バ

ー
し

そ
う

だ
が

、
デ

メ
リ
ッ
ト
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

2
 
議

員
報

酬
を

補
う

た
め

の
兼

職
を

や
り

易
く

す
る

た
め

の
議

員
の

な
り

手
不

足
対

策
な

の
か

？
・

本
会

議
・

委
員

会
・

協
議

会
と

い
っ

た
全

て
の

会
議

を
夜

間
ま

た
は

休
日

に
開

催
す

る
こ

と
は

、
議

員
・

職
員
含
め
、
関
係
者
全
て
の
生
活
パ
タ
ー
ン
等
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
中
、

誰
に

と
っ

て
ど

ん
な

メ
リ

ッ
ト

が
あ

る
の

か
を

明
確

に
示

さ
な

い
と

踏
み

切
れ

な
い

と
思

い
ま

す
。

一
度
、

試
行

す
る

の
も

方
法

だ
が
、
議

論
が

必
要

で
あ

る
。

議
会

報
告

会
、

意
見

交
換

会
の

参
加

人
数

を
考

え
る

と
、

ま
た

、
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

を
考

え
て

も
、

政
治

と
い

う
こ
と
に
関
し
て
関
心
が
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
私
自
身
も
議
員
に
な
る
前
で
今
回
の

ア
ン

ケ
ー

ト
の

内
容

で
あ

れ
ば

、
結

果
、

同
様

な
回

答
を

し
た

と
思

い
ま

す
。

今
回

の
報

告
会

で
答

弁
も

あ
り

ま
し
た
。

費
用

対
効

果
の

問
題

も
あ

り
ま

す
。

休
日

、
夜

間
議

会
を

開
催

す
れ

ば
、

関
心

が
高

ま
る

の
か

？
傍

聴
席

が
ほ

ぼ
埋
ま
る
の
か
？
正
直
迷
い
ま
す
。

一
度

、
試

し
て

み
る

の
も

一
つ

の
方

法
で

す
が

、
部

分
的

な
の

か
、

会
期

中
全

部
な

の
か

（
さ

す
が

に
無

理
と

思
う
。
）
、
一
般
質
問
の
み
、
予
算
審
議
、
決
算
審
議
の
質
疑
応
答
の
み
な
の
か
？
開

催
す

る
に

あ
た

り
、

今
後

議
論

が
必

要
な

課
題

で
あ

り
ま

す
。

大
口

町
議

会
の

休
日

、
夜

間
開

催
に

関
す

る
検

討
資

料
の

３
頁

に
あ

り
ま

す
「

意
見

」
の

記
載

事
項

で
、

一
般

質
問
の
中
身
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
知
ら
せ
る
。
そ
の
上
で
、
住
民
の
意
見
を
聴
い
て
み

て
、

要
望

が
多

数
あ

れ
ば

、
試

験
的

に
開

催
で

も
よ

い
と

思
い

ま
す

。
た

だ
、

一
般

質
問

は
パ

ソ
コ

ン
で

見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
予
算
、
決
算
は
お
そ
ら
く
住
民
の
方
は
来
ら
れ
な
い
の
で
は
と

も
思

い
ま

す
。

現
時
点

で
議

論
す

る
の

は
時

期
尚
早
と

考
え

る
。

夜
間

・
休

日
議

会
の

開
催

に
よ

り
、

よ
り

多
く

の
町

民
が

傍
聴

で
き

る
よ

う
に

な
り

、
議

会
の

透
明

性
確

保
や

若
い
人
た
ち
の
政
治
参
加
あ
る
い
は
議
員
の
な
り
手
不
足
解
消
へ
の
期
待
が
あ
る
と
思

い
ま

す
が

、
現

実
と

し
て

庁
舎

管
理

上
の

問
題

、
そ

れ
に

伴
う

費
用

の
面

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
の

録
画

中
継

を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
今
は
ま
だ
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
と
考
え
ま

す
。

働
き

盛
り

の
現

役
世

代
が

本
業

と
議

員
を

両
立

し
や

す
く

す
る

夜
間

・
休

日
議

会
は

、
重

要
な

問
題

提
起

で
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
地
方
議
会
は
「
憲
法
第
8
章
　
地
方
自
治
」
に
あ
る
と
お

り
、

国
の

定
め

た
法

律
の

範
囲

内
で

条
例

を
作

る
だ

け
で

あ
り

ま
す

の
で

、
議

員
報

酬
も

そ
う

で
す

が
現

時
点

で
議
論
す
る
の
は
時
期
尚
早
と
考
え
ま
す
。

今
後

は
世

界
の

自
治

体
と

の
比

較
の

中
で

地
方

議
会

議
員

の
無

給
の

ボ
ラ

ン
タ

リ
ー

活
動

も
視

野
に

入
れ

た
根

本
的
な
改
革
が
求
め
ら
れ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

開
催
し

な
く

て
も

よ
い

。

夜
間

・
休

日
議

会
は

、
開

か
な

く
て

も
よ

い
と

考
え

ま
す

。
1
 
町

民
か

ら
の

要
望

が
あ

る
わ

け
で

も
な

く
、

そ
れ

を
あ

え
て

行
う

の
は

、
我

々
議

員
の

自
己

満
足

だ
け

の
よ

う
に
思
い
ま
す
。

2
 
資

料
を

見
て

も
、

愛
知

県
は

行
っ

て
い

る
自

治
体

は
ゼ

ロ
で

あ
る

し
、

他
県

で
は

、
過

去
に

行
っ

た
が

現
在

は
行
っ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
効
果
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
っ
た

の
で

は
な

い
か

と
思

い
ま

す
。

3
 
議

会
の

パ
フ

ォ
ー

マ
ン

ス
の

た
め

に
、

行
政

側
に

出
席

を
求

め
る

こ
と

は
、

経
費

も
か

か
る

し
、

効
果

の
面

で
も
ど
う
か
と
考
え
ま
す
。

4
 
代

案
と

し
て

、
議

会
で

は
な

く
、

ま
た

、
議

会
報

告
会

と
い

う
ス

タ
ン

ス
で

は
な

く
、

議
員

を
囲

む
会

と
し

て
、
フ
リ
ー
ト
ー
ク
で
、
毎
月
、
各
行
政
区
で
各
地
の
学
共
を
借
り
、
４
～
５
人
の
議

員
が

出
席

し
て

、
参

加
者

と
フ

ェ
イ

ス
・

ト
ゥ

ー
・

フ
ェ

イ
ス

で
議

論
し

た
方

が
効

果
的

で
は

な
い

で
し

ょ
う

か
。
出
席
者
は
、
議
長
、
副
議
長
と
各
地
域
に
近
い
議
員
で
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

す
れ

ば
、

議
員

の
見

え
る

化
に

も
な

る
と

考
え

ま
す

。

開
催
す

る
な

ら
、

何
に

焦
点

を
当
て
る

か
を

考
え

る
必

要
が

あ
る
。

夜
間

・
休

日
議

会
を

開
催

す
る

に
あ

た
り

、
何

に
焦

点
を

当
て

る
か

を
考

え
る

必
要

が
あ

る
と

思
い

ま
す

。
第

一
に

、
住

民
が

傍
聴

し
や

す
く

、
傍

聴
す

る
こ

と
に

よ
り

議
会

に
少

し
で

も
関

心
を

持
っ

て
も

ら
う

よ
う

に
導
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
れ
に
焦
点
を
当
て
る
と
す
る
な
ら

ば
、

現
在

で
も

ほ
と

ん
ど

傍
聴

者
の

な
い

現
実

を
考

え
ま

す
と

、
果

た
し

て
、

夜
間

・
休

日
に

、
毎

日
働

い
て

み
え
る
人
が
、
そ
の
貴
重
な
時
間
を
割
い
て
議
会
に
足
を
運
ば
れ
る
と
は
到
底
考
え
ら

れ
ま

せ
ん

。
そ

れ
な

ら
ば

、
多

少
年

齢
的

に
偏

り
が

あ
り

ま
し

て
も

、
現

在
、

少
し

で
も

議
会

に
足

を
運

ん
で

い
た
だ
け
る
可
能
性
の
あ
る
方
々
の
掘
り
起
こ
し
の
工
夫
を
し
た
方
が
、
よ
い
結
果
が

出
る

と
思

い
ま

す
。

あ
ま

り
勧

め
ら

れ
る

方
法

で
は

な
い

か
も

し
れ

ま
せ

ん
が

、
夜

間
・

休
日

議
会

に
必

要
と

な
る
経
費
の
一
部
で
も
傍
聴
者
を
集
め
る
こ
と
に
使
用
し
て
は
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ

う
か

？
簡

単
な

こ
と

を
言

え
ば

、
議

会
傍

聴
カ

ー
ド

な
ど

を
試

し
て

み
る

価
値

が
あ

る
よ

う
な

気
が

し
ま

す
。

何
し
ろ
、
ま
ず
斬
新
な
ア
イ
デ
ア
の
も
と
に
人
を
集
め
る
こ
と
で
す
。

第
二

に
、

若
い

働
き

盛
り

の
年

齢
の

議
員

を
集

め
る

た
め

に
、

活
動

し
や

す
い

夜
間

・
休

日
議

会
を

開
く

と
い

う
の
で
あ
れ
ば
、
話
は
根
本
か
ら
違
い
ま
す
し
、
こ
れ
に
は
有
識
者
等
に
よ
る
多
く
の

人
々

の
英

知
を

集
め

る
必

要
が

あ
る

と
思

い
ま

す
。

1
/
3
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【
夜
間
・
休
日
議
会
に
対
す
る
各
議
員
の
考
え
】

平
成
3
0
年
2
月
1
4
日
現
在

夜
間

・
休

日
議

会
考

え
方

試
行
と

し
て

、
一

度
実

施
の

方
向
で
進

め
て

も
よ

い
と

思
う

。

４
７

都
道

府
県

あ
る

中
、

東
海

３
県

下
の

町
村

数
は

岐
阜

県
が

２
１

、
愛

知
県

が
１

６
、

三
重

県
が

１
５

、
合

計
５
２
町
村
が
あ
る
中
、
夜
間
・
休
日
議
会
を
開
催
し
た
の
は
、
岐
阜
県
の
神
戸
町
と

八
百

津
町

の
２

町
議

会
で

あ
る

。
先

の
議

会
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

を
み

て
も

、
関

心
が

な
い

と
の

回
答

者
が

半
数

近
く

に
も

及
ん

で
い

る
。

こ
の

関
心
の
な
さ
を
打
破
す
る
一
つ
の
手
立
て
と
し
て
、
夜
間
・
休
日
議
会
の
開
催
は
理
解
す

る
。

メ
リ

ッ
ト

・
デ

メ
リ

ッ
ト

も
多

々
あ

る
か

と
思

う
が

、
試

行
と

し
て

一
度

実
施

の
方

向
で

進
め

て
も

よ
い

と
思

い
ま
す
。
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
開
催
日
の
議
会
協
議
内
容
と
関
係
職
員
の
経
費

の
算

出
な

ど
、

細
や

か
な

調
査

、
調

整
等

が
必

要
か

と
思

う
。

現
状
で

は
開

催
す

る
必

要
は

な
い
。

取
り

組
む

意
味

は
あ

る
と

思
う

が
、

1
 
今

以
上

の
経

費
を

か
け

て
議

会
を

運
営

す
る

こ
と

に
住

民
が

納
得

す
る

の
か

疑
問

で
あ

る
。

2
 
初

め
の

う
ち

は
傍

聴
者

も
そ

れ
な

り
に

来
て

く
れ

る
が

、
果

た
し

て
多

く
の

人
が

貴
重

な
休

日
や

夜
間

の
時

間
を
割
い
て
ま
で
議
会
を
傍
聴
さ
れ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。
（
住
民
に
と
っ
て
、
魅
力

の
あ

る
議

会
に

し
て

い
か

な
い

と
、

現
状

で
は

無
理

と
思

う
。

）
3
 
夜

間
・

休
日

議
会

の
開

催
は

、
単

純
に

議
会

を
傍

聴
す

る
人

を
増

や
す

こ
と

が
目

的
で

は
な

く
、

傍
聴

し
た

人
の
声
を
議
会
運
営
に
活
か
す
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と
思
う
。
そ
う
し
た
意
味
合
い
で

は
、

現
在

行
っ

て
い

る
議

会
報

告
会

や
意

見
交

換
会

を
活

性
化

さ
せ

る
こ

と
の

方
が

、
住

民
の

意
見

が
直

に
聞

け
る
の
で
は
な
い
か
？

以
上

の
こ

と
か

ら
、

現
状

で
は

夜
間

・
休

日
議

会
は

す
る

必
要

は
な

い
と

思
う

。

現
時
点

で
開

催
す

る
効

果
、

必
要
性
は

な
い

。
開

催
し

て
も

、
費

用
対

効
果

を
考

え
る

と
、

職
員

の
手

間
が

増
え

る
だ

け
で

効
果

は
な

い
と

思
う

。
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

に
は

、
そ

の
よ

う
な

意
見

が
な

か
っ

た
こ

と
を

考
え

る
と

、
特

に
現

時
点

で
は

必
要

な
い

。

現
時
点

で
は

、
実

施
す

る
必

要
性
を
感

じ
て

い
な

い
。

1
 
休

日
・

夜
間

議
会

を
実

施
す

る
前

に
、

検
討

す
べ

き
こ

と
・

開
催

目
的

を
明

確
に

す
べ

き
で

あ
る

。
議

会
傍

聴
者

に
、

一
般

質
問

の
通

告
書

を
配

布
す

る
。

一
般

質
問

の
通
告
書
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
す
る
。
議
会
で
の
す
べ
て
の
委
員
会
を
公
開
す

る
。

住
民

と
の

多
様

な
意

見
交

換
の

場
を

工
夫

す
る

。
開

催
効

果
は

あ
る

の
か

。
開

催
時

間
は

、
そ

れ
ぞ

れ
ど

の
よ
う
に
す
る
の
か
。
質
疑
、
一
般
質
問
な
ど
、
何
を
行
う
の
か
。

2
 
住

民
の

声
や

他
自

治
体

の
傾

向
・

議
会

ア
ン

ケ
ー

ト
の

自
由

記
述

は
な

か
っ

た
。

議
会

報
告

会
で

は
、

夜
間

議
会

開
催

の
検

討
を

し
た

ら
ど

う
か
の
意
見
が
１
点
あ
っ
た
。
全
国
的
に
も
、
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
議
会
は
少
な

い
。

現
状
で

は
休

日
・

夜
間

議
会

開
催
の
施

行
は

時
期

尚
早

と
考

え
る
。

総
務

省
の

地
方

議
会

に
関

す
る

研
究

会
報

告
書

で
は

、
町

村
等

の
小

規
模

団
体

に
お

い
て

は
、

行
政

が
住

民
に

身
近
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
に
密
着
し
た
政
策
課
題
等
へ
の
対
応
が
多
く
な
る

も
の

と
考

え
ら

れ
る

。
議

会
運

営
に

つ
い

て
は

、
議

案
の

処
理

件
数

、
年

間
会

期
日

数
、

議
会

事
務

局
職

員
数

が
少
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、
議
員
定
数
が
少
な
い
こ
と
、
兼
業
議
員
の
割
合
が
高

い
な

ど
、

一
般

的
に

議
員

の
高

い
専

門
性

は
確

保
し

に
く

い
傾

向
が

あ
る

の
で

は
な

い
か

と
考

え
ら

れ
る

こ
と

、
人
口
流
動
性
が
小
さ
く
議
員
と
住
民
と
の
結
び
つ
き
は
比
較
的
強
い
こ
と
、
無
所
属

議
員

が
多

い
こ

と
、

議
員

の
な

り
手

が
少

な
い

こ
と

な
ど

が
挙

げ
ら

れ
る

。
他

方
、

長
等

の
執

行
部

局
は

小
規

模
組
織
と
な
る
た
め
、
広
範
な
行
政
ニ
ー
ズ
に
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
政
策
形
成
能

力
を

発
揮

す
る

こ
と

は
困

難
な

場
合

も
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
と

指
摘

し
て

い
る

。
こ

の
た

め
の

解
決

策
と

し
て

勤
労
者
が
議
員
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
、
休
日
・
夜
間
等
に
議
会

を
開

催
す

る
な

ど
も

考
え

ら
れ

る
と

書
か

れ
て

い
る

。
人

口
減

少
と

高
齢

化
で

議
員

の
な

り
手

不
足

解
消

の
た

め
、
喬
木
村
は
咋
年
１
２
月
議
会
か
ら
休
日
議
会
を
開
催
さ
れ
た
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
ら

平
日

の
昼

間
に

仕
事

を
持

つ
若

い
層

が
仕

事
を

続
け

な
が

ら
、

議
員

活
動

で
き

る
よ

う
に

す
る

の
が

狙
い

と
い

う
。

本
町

議
会

は
、

今
回

の
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

で
、

議
員

と
住

民
と

の
結

び
つ

き
が

比
較

的
弱

い
こ

と
が

指
摘

さ
れ

た
。
こ
の
対
応
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
員
間
協
議
で
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
さ
れ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
議

員
が

地
域

の
利

害
や

身
近

な
住

民
の

意
見

等
の

把
握

に
努

め
、

議
会

に
お

い
て

一
般

質
問

な
ど

を
通
じ
提
案
し
、
審
議
し
、
集
約
し
、
提
言
に
結
び
付
け
て
い
く
な
ど
議
員
個
人
の
活

動
の

見
え

る
化

が
重

要
と

さ
れ

た
。

過
疎

化
に

関
し

て
は

、
大

ロ
町

総
合

計
画

で
も

示
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
、

他
の
過
疎
化
が
進
む
町
村
と
異
な
り
、
本
町
で
は
、
こ
こ
し
ば
ら
く
は
人
口
の
増
加
が

見
込

ま
れ

、
新

し
い

住
民

の
意

見
等

の
把

握
が

必
要

と
考

え
ら

れ
る

。
そ

の
上

で
、

議
会

運
営

委
員

会
や

各
常

任
委
員
会
を
中
心
と
し
て
住
民
と
連
携
し
つ
つ
町
の
政
策
形
成
に
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
監

視
機

能
の

た
め

専
門

性
の

確
保

に
つ

い
て

は
、

議
会

全
体

の
問

題
で

あ
り

、
各

議
員

が
今

後
と

も
研

修
等

の
充
実
に
よ
り
専
門
性
の
ア
ッ
プ
の
た
め
注
力
し
、
議
会
力
を
あ
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要

と
考

え
る

。
ま

た
、

議
員

の
な

り
手

不
足

は
本

町
に

お
い

て
も

大
き

な
課

題
で

は
あ

る
が

、
こ

れ
ま

で
の

議
会

選
挙
は
無
投
票
の
選
拳
も
な
か
っ
た
。
休
日
・
夜
間
議
会
開
催
が
、
専
門
性
の
高
い
議

員
や

な
り

手
解

消
の

た
め

即
つ

な
が

る
と

は
考

え
に

く
い

。
さ

ら
に

、
咋

年
の

議
会

運
営

委
員

会
で

も
討

議
さ

れ
た

よ
う

に
、

費
用

対
効

果
面

で
も

課
題

が
多

い
。

一
方

、
本

町
の

執
行

部
局

で
は

、
ま

ち
づ

く
り

基
本

条
例

に
基

づ
き

、
毎

年
、

３
地

域
ご

と
に

地
域

懇
談

会
を

開
催
し
、
地
域
の
課
題
を
拾
い
上
げ
、
町
の
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
地
域
自
治

組
織

も
、

テ
ー

マ
ご

と
に

分
科

会
を

設
け

、
地

域
住

民
の

意
見

を
組

み
入

れ
、

課
題

解
消

対
応

を
行

っ
て

い
る

。
こ

う
し

た
状

況
を

考
え

る
と

、
ま

ず
は

議
会

報
告

会
の

更
な

る
充

実
や

各
常

任
委

員
会

で
分

野
ご

と
に

住
民

意
見
を
く
み
上
げ
、
議
員
間
討
議
を
通
じ
政
策
提
言
を
行
う
な
ど
議
会
力
の
ア
ッ
プ
が
必

要
で

あ
り

、
ま

ず
は

、
住

民
が

参
加

し
た

く
な

る
議

会
づ

く
り

が
先

決
と

考
え

る
。

新
し
い

取
組

み
と

し
て

、
ま

ず
は
休
日

議
会

を
実

施
し

た
い

。

議
会

活
性

化
の

資
料

を
頂

い
て

、
全

国
的

に
み

て
も

夜
間

議
会

、
休

日
議

会
を

実
施

し
て

い
る

と
こ

ろ
は

非
常

に
少
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
し
か
し
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
。
前
向
き
に
考
え
れ
ば
、
県

内
で

最
初

に
取

り
組

ん
だ

議
会

、
大

口
町

議
会

の
今

後
の

活
動

を
考

え
た

場
合

、
町

民
の

皆
さ

ん
に

対
す

る
前

向
き
な
姿
勢
を
一
つ
の
形
と
し
て
、
一
度
、
新
し
い
取
組
み
と
し
て
形
で
表
し
て
も
よ

い
と

思
う

。
夜

間
議

会
よ

り
、

ま
ず

休
日

議
会

を
実

施
し

た
い

。
先

の
議

会
報

告
会

で
も

、
土

日
開

催
で

多
く

の
人
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
れ
が
議
会
で
あ
れ
ば
、
現
実
の
傍
聴
者
よ
り

も
っ

と
多

く
の

傍
聴

者
に

参
加

し
て

い
た

だ
け

る
と

思
う

。
関

心
の

な
い

町
民

に
少

し
で

も
議

会
の

方
を

見
て

い
た
だ
け
る
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
。
考
え
た
ら
、
今
ま
で
と
は
変
わ
っ
た
議
会
に

し
て

い
く

べ
き

で
は

な
い

の
か

。
現

在
、

県
内

で
は

１
６

町
村

ど
こ

も
休

日
議

会
を

し
て

い
な

い
。

だ
か

ら
、

や
ら
な
い
よ
り
、
や
る
方
向
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
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【
夜
間
・
休
日
議
会
に
対
す
る
各
議
員
の
考
え
】

平
成
3
0
年
2
月
1
4
日
現
在

夜
間

・
休

日
議

会
考

え
方

現
時
点

で
は

、
休

日
・

夜
間

議
会
の
開

催
は

必
要

な
い

。

ア
ン

ケ
ー

ト
に

よ
れ

ば
、

議
場

で
の

傍
聴

参
加

５
．

４
％

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

で
の

視
聴

１
．

８
％

、
ま

た
、

定
例
会
の
開
催
を
知
ら
な
い
７
２
．
３
％
と
、
議
会
に
対
す
る
関
心
が
伺
え
な
い
。

議
会

開
催

日
の

情
報

源
と

も
い

う
べ

き
議

会
だ

よ
り

を
見

た
こ

と
が

な
い

９
．

２
％

、
読

ま
な

い
１

６
．

６
％

、
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
知
ら
な
い
が
４
１
．
７
％
と
、
議
会
傍
聴
に
参
加
意
欲
が

認
め

ら
れ

な
い

。
他

の
自

治
体

議
会

に
お

い
て

も
、

一
度

は
や

っ
て

み
た

も
の

の
継

続
さ

れ
て

い
な

い
と

思
わ

れ
る

。
費

用
対

効
果

を
考

え
た

時
、

現
状

以
上

の
効

果
が

期
待

で
き

る
と

は
思

わ
れ

な
い

。

休
日
・

夜
間

議
会

が
、

有
効

な
手
段
と

は
思

わ
な

い
。

こ
の

件
に

つ
い

て
は

、
一

時
、

多
く

の
議

会
で

も
議

会
改

革
と

し
て

議
論

さ
れ

て
き

ま
し

た
が

、
実

際
に

実
行

さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
と
て
も
有
効
な
手
段
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

町
長

始
め

職
員

へ
の

負
担

、
費

用
対

効
果

、
議

会
日

程
の

調
整

な
ど

を
考

慮
し

て
も

、
と

て
も

難
し

い
と

思
い

ま
す
。
む
し
ろ
、
議
会
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
方
法
を
考
え
る
べ
き
だ
と

思
い

ま
す

が
、

な
か

な
か

こ
れ

が
難

し
い

問
題

で
す

。
議

会
だ

よ
り

や
広

報
無

線
の

利
用

だ
け

で
は

限
界

が
あ

り
、

目
先

の
仕

組
み

や
手

法
を

変
え

る
の

で
は

な
く

、
結
局
は
議
員
個
々
が
、
議
員
・
議
会
活
動
に
努
力
す
る
こ
と
が
一
番
重
要
だ
と
思
い
ま

す
。

効
果
が

は
っ

き
り

し
て

い
な

い
の
が
現

状
だ

が
、

や
っ

て
み

て
も
い
い

の
で

は
な

い
か

。

人
口

減
少

や
少

子
高

齢
化

に
よ

る
議

員
の

な
り

手
不

足
に

対
す

る
方

策
と

し
て

、
休

日
・

夜
間

議
会

の
開

催
を

施
行
し
た
自
治
体
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
数
少
な
い
し
、
そ
の
効
果
も
ま
だ
は
っ
き
り

し
て

い
な

い
の

が
現

状
か

と
思

い
ま

す
。

し
か

る
に

、
わ

が
大

口
町

で
は

、
費

用
対

効
果

と
か

議
会

へ
の

関
心

を
高

め
る

意
味

か
ら

し
て

も
如

何
に

す
べ

き
か
、
正
直
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

し
か

し
、

そ
の

思
い

や
考

え
方

も
多

様
化

し
て

い
る

昨
今

、
正

解
の

見
つ

け
に

く
い

世
の

中
だ

か
ら

ま
ず

は
や

っ
て
み
る
、
間
違
っ
た
ら
や
り
直
せ
ば
い
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
す
。
失
敗
を
恐
れ

て
過

度
に

慎
重

に
な

り
す

ぎ
る

の
も

如
何

な
も

の
か

と
思

い
ま

す
し

、
愚

直
に

挑
む

こ
と

が
、

意
外

と
新

た
な

議
会
へ
の
関
心
高
揚
の
突
破
口
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
気
も
し
ま
す
。

9
人

現
時

点
で

開
催

す
る

必
要

性
な

し
5
人

開
催

す
る

方
向

性
あ

り
1
人

答
申

に
は

調
査

研
究

が
必

要
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